
 

 

 

時間外労働の上限規制等について 
 

 

 

津労働基準監督署 

第二方面主任監督官 北 啓伸 

特 定 医 師 の 範 囲

1

• 医師の時間外労働の上限規制は、特定医師に適用される。
• 特定医師とは、病院もしくは診療所で勤務する医師（医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務を
行わない者を除く。）または介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師を指す。

労 働 者

・歯科医師
・獣医師

「医業に従事する医師」
（適用猶予の対象）

・血液センター等の勤務医
・産業医
・大学病院の裁量労働制適用医師

「特定医師」
（医師の上限規制の対象）

・病院等で診療を行う勤務医
・診療も行っている産業医

平成 3 1年４月（大企業）／令和２年４月（中小企業）
一般労働者の時間外労働の上限規制が適用済み
⇒年 7 2 0時間、単月 1 0 0時間未満、複数月平均 8 0時間以内

令和６年４月
一般労働者の時間外労働の上限規制が適用
⇒年 7 2 0時間、単月 1 0 0時間未満、
複数月平均 8 0時間以内 など

令和６年４月
医師の時間外労働の上限規制が適用



医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 概 要 ）
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• 時間外労働の上限規制には、36協定を締結する際の上限（事業場単位の上限）である「特別延長時間の上限」と、
特定医師個人に対する上限である「時間外・休日労働時間の上限」という２種類の上限がある。

• 医師の時間外労働の上限規制には、原則のＡ水準と、適用にあたり都道府県知事の指定が必要な特例水準がある。

医療機関に適用される水準 特別延長時間の上限
（事業場単位の上限）

時間外・休日労働時間の上限
（個人単位の上限）

原則 Ａ水準 月100時間未満／年960時間 月100時間未満／年960時間

特例水準
⇒対象者の名簿
を作成

連携Ｂ水準
（医師派遣を行う病院）
⇒自院での時間外・休日労働は年
960時間であるが、副業・兼業を
した場合、年1,860時間まで時間
外・休日労働させることができる

月100時間未満／年960時間 月100時間未満／年1,860時間

Ｂ水準
（救急医療等） 月100時間未満／年1,860時間 月100時間未満／年1,860時間

Ｃ水準
（臨床・専門研修）
（高度医療の修得研修）

月100時間未満／年1,860時間 月100時間未満／年1,860時間

※月100時間未満の上限については、面接指導による例外あり

医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 特 定 医 師 に 適 用 す る 水 準 の 変 更 ）
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• 36協定の対象期間の途中で、やむを得ず特定医師に適用する水準を変更することもできるが、以下に留意する必
要がある。

①Ａ水準から特例水準への変更
水準変更を行った医師について、勤務間インターバルの確保、代償休息が新たに義務となる。

⇒やむを得ず水準変更を行った後も、時間外・休日労働は必要最小限とする。

②特例水準からＡ水準への変更
水準変更を行った医師について、勤務間インターバルの確保、代償休息が義務から努力義務となる。

⇒水準変更の判断は、妊娠や長期間の病気療養など、年960時間を超える時間外・休日労働を行わせる
必要がなくなったことが客観的に明らかな場合に限る。

特例水準

義務

Ａ水準

努力義務

①

②

勤務間インターバルの確保、代償休息

併せて、特例水準医師の名簿の更新を行う。



医師の時間外労働の上限規制
（副業・兼業の場合︓特定医師と特定医師との副業・兼業について）
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• 特定医師が副業・兼業を行う場合、副業・兼業先における労働時間を通算する。
• 36協定は医療機関ごとに延長時間を定めるものであることから、副業・兼業の場合も、それぞれの医療機関は、
自らの医療機関における時間外・休日労働時間を、自らの36協定の範囲内とする。（「特別延長時間の上限」と
の関係においては、副業・兼業先の時間外・休日労働時間は通算しない。）

• さらに、自院と副業・兼業先における時間外・休日労働時間を合計して、特定医師個人に対する上限である「時
間外・休日労働時間の上限」の範囲内とする。（「時間外・休日労働時間の上限」との関係においては、副業・
兼業先の時間外・休日労働時間を通算する。）

自院での
適用水準

副業・兼業先での
適用水準

その医師の年間の
時間外・休日
労働時間の上限

A水準 A水準 9 6 0時間

A水準 特例水準

1 , 8 6 0時間特例水準 A水準

特例水準 特例水準

特定医師が副業・兼業先でも特定医師として勤務する場合

注１︓「時間外・休日労働時間の上限」の
起算日は、それぞれの医療機関の36
協定の対象期間の起算日に合わせる。

注２︓特例水準の医療機関とＡ水準の医療
機関で勤務する場合でも、Ａ水準の医
療機関は、自院での時間外・休日労働
は自院の36協定の範囲内で行う必要
がある。

医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 転 職 の 場 合 ）
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• 特定医師が特例水準の医療機関から、Ａ水準の医療機関に転職したとき、転職後の医療機関の36協定の対象期間
内に、特例水準の医療機関内で勤務していた期間を含む場合、当該特定医師に適用される「時間外・休日労働時
間の上限」は、転職後も特例水準における上限となる。

（例）甲病院（Ｂ水準）から乙病院（Ａ水準）へ転職（11月30日退職、12月１日入職）

乙病院（Ａ水準）の36協定の対象期間︓10月１日～翌９月30日 とした場合

⇒乙病院（Ａ水準）の36協定の対象期間内に、甲病院（Ｂ水準）での勤務期間を含むため、
この特定医師の「時間外・休日労働時間の上限」は、年1,860時間となる。

11月30日退職甲病院（Ｂ水準）
時間外・休日労働
年 1 , 8 6 0 時 間 以 下

乙病院（Ａ水準）
時間外・休日労働
年 9 6 0 時 間 以 下

転職
４月１日

12月１日入職

36協定の対象期間の起算日

10月１日

10月１日～翌９月30日
甲病院と乙病院の時間外・休日労働を合計して年
1,860時間まで（時間外・休日労働時間の上限）

乙病院の36協
定の対象期間
内に、甲病院
での勤務期間
を含む

９月30日

甲病院での勤務期間

12月１日～翌９月30日
乙病院の36協定の範囲内で
時間外・休日労働を行う

10月１日



医 師 の 時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 （ 指 定 の 効 力 が 消 滅 し た 場 合 ）
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• 都道府県知事による特例水準の指定は、３年ごとに更新しない限り効力を失う※。（失効日は期間満了日の翌日
または不更新の処分のあった日の翌日）※更新申請をした場合、更新または不更新の処分がなされるまでの間、特例水準の指定は有効。

• 医療機関に特例水準の指定に該当する業務がなくなったときや、指定の要件を事後的に欠くことになった場合に、
都道府県知事は、指定を取り消すことができる。（失効日は取消日）

• 36協定の対象期間中に指定が失効した場合、36協定上、特例水準に関する特別延長時間を適用することはできな
くなるが、同期間中は、特定医師個人の上限である「時間外・休日労働の上限」は特例水準の上限が適用される。

10月１日
指定失効

特例水準

Ａ水準

４月１日（起算日） ３月31日

４月１日～９月30日
36協定上、特例水準に関する
特別延長時間を適用

10月１日～翌３月31日
指定失効により、特例水準に関する特別延
長時間を適用不可能

Ａ水準について36協定締結あり

10月１日～翌３月31日
Ａ水準の特別延長時間が適用※

36協定は引き続き有効

（例）36協定の対象期間︓４月１日～翌３月31日とし、10月１日に指定が失効した場合

※９月30日までに本院での時間外・休日労働が960時間を超えていた場合、
10月１日以降、同院では時間外・休日労働を行わせることができない。

3 6協定の対象期間中、特定医師個人の上限である「時間外・休日労働
時間の上限」は、特例水準の上限（1 , 8 6 0時間）が適用

3 6 協定の対象期間

 

 

様式第９号の４（第 70 条関係） 

協定の成立年月日 〇〇〇〇年〇月〇日 

 

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名 〇〇科長 

                                                             氏名 山田花子 
   

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 投票による選挙 ） 
 

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表す
る者であること。                                                                                     ☑（チェックボックスに要チェック） 

 上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施され
る投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。                                                 ☑（チェックボックスに要チェック） 

           〇〇〇〇年 〇月 〇日 
                                                   使用者   職名 院長 
                                                                                                                 氏名 田中太郎 
       〇〇  労働基準監督署長殿 

労働保険番号 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
都道府県  所掌    管轄              基幹番号                枝番号        被一括事業場番号 

法人番号 □□□□□□□□□□□□□ 
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

医療保険業 医療法人〇〇 〇〇病院 

（〒〇〇〇―〇〇〇〇） 

  〇市〇〇町１-２-３ 

（電話番号：〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇） 

〇〇〇〇年〇月〇日から１年 

時 

間 

外 

労 

働 

 
時間外労働をさせる 

必要のある具体的事由 
業務の種類 

労働者数 

(
満 18 歳

以上の者) 

所定労働時間

（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

１日 

１箇月（①については 45 時間

まで、②については 42 時間ま

で） 

１年（①については 360 時間まで、

②については 320 時間まで） 

起算日 

(年月日) 
 〇〇〇〇年〇月〇日 

法定労働時間を
超える時間数

所定労働時間を
超 え る 時 間 数

（任意） 

法定労働時間を
超える時間数

所定労働時間を
超 え る 時 間 数

（任意） 

法定労働時間を
超える時間数

所定労働時間を
超 え る 時 間 数

（任意） 

① 下記②に該当しない労働者 

診察、検査、診断、処置、手術への対応 医師業務 20 人 ８時間 ３時間 ３時間 45 時間 45 時間 360 時間 360 時間 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ８時間 ３時間 ３時間 45 時間 45 時間 360 時間 360 時間 

〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ８時間 ３時間 ３時間 45 時間 45 時間 360 時間 360 時間 

② １年単位の変形労働時間制

により労働する労働者 

         

          

休 

日 

労 

働 

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 
労働者数 

(
満 18 歳

以上の者) 
所定休日 

（任意） 

労働させることができる 

法 定 休 日 の 日 数 

労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

診察、検査、診断、処置、手術への対応 医師業務 20 人 土日祝日 １か月に１回 8:00～18:00 

〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 土日祝日 １か月に１回 8:00～18:00 

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超過しない

こと（医業に従事する医師は除く。）。                                                                  ☑（チェックボックスに要チェック） 

【医業に従事する医師】 

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水

準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。）については 1,860 時

間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月について 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合

は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し支えない。）。                                  ☑（チェックボックスに要チェック） 

1 箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上となることが見込まれる場合、以下の措置を講ずること。 

 

１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと（Ａ水準医療機関で勤務する医師で疲労の蓄積が認められない場合は、100 

時間以上となつた後での面接指導でも差し支えない。）。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずること。 ☑（チェックボックスに要チェック） 

 １箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこと。                ☑(チェックボックスに要チェック) 

時間外労働 
休 日 労 働  

に関する協定届  

事業場（病院、診療所等）

ごとに協定してください。 

労働保険番号・法人番号を記載してください。 １年の上限時間を計算する際の起

算日を記載してください。その１

年においては、協定の内容を変更

して再度届け出ることがあった場

この協定が有効となる期間を

定めてください。１年とする

ことが望ましい。 

対象期間が３か月を超える１

年単位の変形労働時間制が適

用される労働者については、②
の欄に記載してください。 

事由は具体的に定めてください。

なお、各医療機関の実態に合わせ

て記載してください。また、医業

に従事する医師以外の者(看護師、

事務職員等)についても同じ様式を

使用しますので、当該者について

も定める場合は、併せて記載して

ください。 

業務の範囲を細分化し、

明確に定めてください。 
１日の法定労

働時間を超え

る時間数を定

めてくださ

い。 

１か月の法定

労働時間を超

える時間を定

めてくださ

い。①は 45

時間以内、②

は 42 時間以

内です。 

１年の法定労働時間を超える時間を定めてくださ

い。①は 360 時間以内、②は 320 時間以内です。 

月 100 時間未満を定めていても下記２つのチャック

を入れるようにしてください。 

協定書を兼ねる場合には、使用者の署名

または記名・押印などが必要です。 

管理監督者は労働者代表にはなれません。 

協定書を兼ねる場合には、労働者代表の署名 
または記名・押印などが必要です。 



 

 

様式第９号の５（第 70 条関係） 

 

労働保険番号 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
都道府県  所掌    管轄              基幹番号                枝番号        被一括事業場番号 

法人番号 □□□□□□□□□□□□□ 

事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号） 協定の有効期間 

医療保険業 医療法人〇〇 〇〇病院 
（〒〇〇〇―〇〇〇〇） 

 〇〇市〇〇町１-２-３ 

（電話番号：〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇）

〇〇〇〇年 月 日から１年 

時 

間 

外 

労 

働 

 
時間外労働をさせる 

必要のある具体的事由 
業務の種類 

労働者数 

(
満 18 歳

以上の者)
所定労働時間

（１日） 

（任意） 

延長することができる時間数 

１日 
１箇月（①については 45 時間ま

で、②については 42 時間まで） 

１年（①については 360 時間ま

で、②については 320 時間まで） 

起算日 
(年月日) 

〇〇〇〇年 月 日 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数  
（任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数 
（任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を

超える時間数 
（任意） 

① 下記②に該当しない労働者 

診察、検査、診断、処置、手術への対応 医師業務 20 人 ８時間 ３時間 ３時間 ４５時間 ４５時間 ３６０時間 ３６０時間 

〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ８時間 ３時間 ３時間 ４５時間 ４５時間 ３６０時間 ３６０時間 

〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ８時間 ３時間 ３時間 ４５時間 ４５時間 ３６０時間 ３６０時間 

          

② １年単位の変形労働時間制

により労働する労働者 

     
     

      
 

   

          

          

休 

日 

労 

働 

休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 
労働者数 

(
満 18 歳

以上の者)
所定休日 
（任意） 

労働させることができる 

法 定 休 日 の 日 数 

労働させることができる法定 

休日における始業及び終業の時刻 

診察、検査、診断、処置、手術への対応 医師業務 20 人 土日祝日 １か月に１回 ８：００～１８：００ 

〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 土日祝日 １か月に１回 ８：００～１８：００ 

 

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80

時間を超過しないこと（医業に従事する医師は除く。）。 

☑（チェックボックスに要チェック） 

 【医業に従事する医師】 

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療

機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係る

ものに限る。）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月について 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確

保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し支えない。）。 

☑（チェックボックスに要チェック） 

時間外労働 
休 日 労 働  

に関する協定届  

事業場（病院、診療所等）ごとに

協定してください。 

労働保険番号・法人番号を記載してください。 
１年の上限時間を計算する際の起

算日を記載してください。その１

年においては、協定の内容を変更

して再度届け出ることがあった場

この協定が有効となる期間を

定めてください。１年とする

ことが望ましい。 

対象期間が３か月を超える１

年単位の変形労働時間制が適

用される労働者については、②
の欄に記載してください。 

事由は具体的に定めてください。

なお、各医療機関の実態に合わせ

て記載してください。また、医業

に従事する医師以外の者(看護師、

事務職員等)についても同じ様式を

使用しますので、当該者について

も定める場合は、併せて記載して

ください。 

業務の範囲を細分化し、

明確に定めてください。 
１日の法定労

働時間を超え

る時間数を定

めてくださ

い。 

１か月の法定

労働時間を超

える時間を定

めてくださ

い。①は 45

時間以内、②

は 42 時間以

内です。 

１年の法定労働時間を超える時間を定めてくださ

い。①は 360 時間以内、②は 320 時間以内です。 

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職員等）については、このチェックボ

ックスに係る事項を労使で確認の上、必ずチェックを入れてください。チェックボ

ックスにチェックがない場合には、有効な協定届となりません。 

医業に従事する医師については、このチェックボックスに係る事項を労使で確認の

上、必ずチェックを入れてください。チェックボックスにチェックがない場合に

は、有効な協定とはなりません。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 

 業務の種類 
労働者数 

(
満 18 歳

以上の者)

１日 

（任意） 

１箇月 
（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時

間未満に限る。ただし、②-⑤について、面接指導を

実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措

置を講ずることとしている場合はこの限りではな

い。） 

１年 
（①については 720 時間以内（時間外労働のみの

時間数）、②･④については 960 時間以内、③･⑤

については 1,860 時間以内（②-⑤は時間外労働

及び休日労働を合算した時間数）に限る。） 

起算日 
(年月日) 

〇〇〇〇年 月 日 

延長することができる時間数 
限度時間を超

えて労働させ

ることができ

る回数 

（①について

は、６回以内、

②-⑤につい

ては任意） 

延長することができる時間数 

及び休日労働の時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

   （任意） 

法定労働時間を

超える時間数と

休日労働の時間

数を合算した時

間数 

所定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

    （任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を超

える時間数 

（任意） 

① 

（下記②-⑤

以外の者） 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

            

② 

Ａ水準医療機関

で勤務する医師 

患者数増加、入院患者の急変、救急

患者の搬送等に伴う診察、検査、診

断、処置、手術への対応の発生 
医師業務 20 人 ６時間 ６時間 ８回 ８５時間 ８５時間 ２５％ ８００時間 ８００時間 ２５％ 

高難度の診察、診断、処置、手術や

時間を要する処置、手術への対応の

発生 
医師業務 ８人 ６時間 ６時間 ８回 １０５時間 １０５時間 ２５％ ８７０時間 ８７０時間 ２５％ 

 
 

  
   

 
 

 
  

③ 
Ｂ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

            

            

            

④ 
連携Ｂ水準医療

機関で対象業務

に従事する医師 

            

            

            

⑤ 
Ｃ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

            

            

            

時間外労働 
休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）  

様式第９号の５（第 70 条関係） 

Ａ水準記載例 

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）についても同じ様式を使用しますので、

当該者についても定める場合は、併せて記載し

てください。 

月の時間外労働の限度時間（月４５時間または

４２時間）を超えて労働させる回数を定めてく

ださい。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）については、年６回以内に限ります。 

事由は一時的または突発的に時間外労働を

行わせる必要のあるものに限り、できる限

り具体的に定めなければなりません。「業務

の都合上必要なとき」「業務上やむを得ない

とき」など恒常的な長時間労働を招くおそ

れがあるものは認められません。 
なお、あくまで例示を載せていますので、

各医療機関の実態に合わせて記載してくだ

さい。 

業務の範囲を細

分化し、明確に

定めてくださ

い。 

限度時間（４５時間または４２時間）を超

えて労働させる場合の、１か月の時間外労

働と休日労働の合計の時間数を定めてくだ

さい。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事

務職員等）については、月１００時間未満

に限ります。なお、この時間数を満たして

いても、２～６か月平均で月８０時間を超

えてはいけません。 

また、A水準医療機関で勤務する医師につ

いては、原則として月１００時間未満に限

りますが、面接指導を実施し、健康確保の

ために必要な就業上の適切な措置を講ずる

ことを３６協定に定めるときは、１か月に

ついて１００時間以上の時間数を定めるこ

とも可能です。 

限度時間を超えて時

間外労働をさせる場

合の割増賃金率を定

まてください。 
この場合、法定の割

増率（２５％）を超

える率となるよう努

めてください。 
（なお、時間外労働

が月６０時間を超え

る場合の法定の割増

率は５０％となりま

す。）。 
「１年」の欄も同様

です。 

限度時間（年３６０時間

または３２０時間）を超

えて労働させる１年の時

間数を定めてください。

医業に従事する医師以外

の者（看護師、事務職員

等）については、年７２

０時間以内（時間外労働

のみ）に限ります。 
A 水準医療機関で勤務す

る医師については、年９

６０時間以内（時間外労

働および休日労働）に限

ります。 

１年の上限時間を計算する際の起算日を記載してください。その１年

においては、協定の内容を変更して再度届け出ることがあった場合で

も、起算日は同一の日とする必要があります。 



 

 

 

 

 

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 

 
業務の種類 

労働者数 

(
満 18 歳

以上の者)

１日 

（任意） 

１箇月 
（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時

間未満に限る。ただし、②-⑤について、面接指導を

実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措

置を講ずることとしている場合はこの限りではな

い。） 

１年 
（①については 720 時間以内（時間外労働のみの

時間数）、②･④については 960 時間以内、③･⑤

については 1,860 時間以内（②-⑤は時間外労働

及び休日労働を合算した時間数）に限る。） 

起算日 
(年月日) 

〇〇〇〇年 月 日 

延長することができる時間数 
限度時間を超

えて労働させ

ることができ

る回数 

（①について

は、６回以内、

②-⑤につい

ては任意） 

延長することができる時間数 

及び休日労働の時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

   （任意） 

法定労働時間を

超える時間数と

休日労働の時間

数を合算した時

間数 

所定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

    （任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を超

える時間数 

（任意） 

① 

（下記②-⑤

以外の者） 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

  
          

② 

Ａ水準医療機関

で勤務する医師 

            

            

            

③ 
Ｂ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

患者数増加、入院患者の急変、救急

患者の搬送等に伴う診察、検査、診

断、処置、手術への対応の発生 

医師業務 

（〇〇科） 
20 人 ６時間 ６時間 10 回 ９５時間 ９５時間 ２５％ １０００時間 １０００時間 ２５％ 

在宅患者に対する急変対応、在宅患

者への訪問診療の集中 

医師業務 

（〇〇科） 
15 人 ６時間 ６時間 10 回 １２０時間 １２０時間 ２５％ １２００時間 １２００時間 ２５％ 

高度な処置、手術への対応、高度な

疾病治療や疾病・病棟管理の集中 

医師業務 

（〇〇科） 
10 人 ６時間 ６時間 10 回 １２０時間 １２０時間 ２５％ １２００時間 １２００時間 ２５％ 

④ 
連携Ｂ水準医療

機関で対象業務

に従事する医師 

  
 

       
 

 

            

            

⑤ 
Ｃ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

            

            

            

時間外労働 
休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）  

様式第９号の５（第 70 条関係） Ｂ水準記載例 

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）についても同じ様式を使用しますので、

当該者についても定める場合は、併せて記載し

てください。 

月の時間外労働の限度時間（月４５時間または

４２時間）を超えて労働させる回数を定めてく

ださい。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）については、年６回以内に限ります。 

業務の範囲を細分化し、明確に

定めてください。 
Ｂ水準医療機関で対象業務に従

事する医師については労働時間

短縮計画記載の診療科単位で定

めることが望ましいです。 

限度時間（４５時間または４２時間）を超えて労働させる場合の、１か月の時間外労働と休日労働

の合計の時間数を定めてください。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職員等）については、月１００時間未満に限ります。

なお、この時間数を満たしていても、２～６か月平均で月８０時間を超えてはいけません。 

また、Ｂ水準医療機関で勤務する医師については、原則として月１００時間未満に限りますが、面

接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずることを３６協定に定めると

きは、１か月について１００時間以上の時間数を定めることも可能です。 

限度時間（年３６０時間または３２０時間）を超

えて労働させる１年の時間数を定めてください。

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職員

等）については、年７２０時間以内（時間外労働

のみ）に限ります。 
Ｂ水準医療機関で対象業務に従事する医師につい

ては、年１,８６０時間以内（時間外労働および

休日労働）に限ります。 

１年の上限時間を計算する際の起算日を記載してください。その１年

においては、協定の内容を変更して再度届け出ることがあった場合で

も、起算日は同一の日とする必要があります。 

限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定まてく

ださい。 
この場合、法定の割増率（２５％）を超える率となるよう努めてく

ださい。 
（なお、時間外労働が月６０時間を超える場合の法定の割増率は５

０％となります。）。 
「１年」の欄も同様です。 

事由は一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要の

あるものに限り、できる限り具体的に定めなければなりま

せん。「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないと

き」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認

められません。 
なお、あくまで例示を載せていますので、各医療機関の実

態に合わせて記載してください。 
Ｂ水準医療機関で対象業務に従事する医師の場合、地域医

療の確保のためにやむを得ず長時間労働になる事由を定め

ることになります。 

医業機関内に、Ｂ水準の対象業務以

外の業務に従事する医師がいる場合

には、該当する水準の記載欄に協定

事項を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 

 
業務の種類 

労働者数 

(
満 18 歳

以上の者)

１日 

（任意） 

１箇月 
（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時

間未満に限る。ただし、②-⑤について、面接指導を

実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措

置を講ずることとしている場合はこの限りではな

い。） 

１年 
（①については 720 時間以内（時間外労働のみの

時間数）、②･④については 960 時間以内、③･⑤

については 1,860 時間以内（②-⑤は時間外労働

及び休日労働を合算した時間数）に限る。） 

起算日 
(年月日) 

〇〇〇〇年 月 日 

延長することができる時間数 
限度時間を超

えて労働させ

ることができ

る回数 

（①について

は、６回以内、

②-⑤につい

ては任意） 

延長することができる時間数 

及び休日労働の時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

   （任意） 

法定労働時間を

超える時間数と

休日労働の時間

数を合算した時

間数 

所定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

    （任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を超

える時間数 

（任意） 

① 

（下記②-⑤

以外の者） 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

            

② 

Ａ水準医療機関

で勤務する医師 

            

            

            

③ 
Ｂ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

            

 
           

④ 
連携Ｂ水準医療

機関で対象業務

に従事する医師 

患者数増加、入院患者の急変、救急

患者の搬送等に伴う診察、検査、診

断、処置、手術への対応の発生 

医師業務 

（〇〇科） 
15 人 ６時間 ６時間 ８回 ８５時間 ８５時間 ２５％ ８００時間 ８００時間 ２５％ 

高難度の診察、診断、処置、手

術や時間を要する処理、手術へ

の対応の発生 

医師業務 

（〇〇科） 
10 人 ６時間 ６時間 ８回 １０５時間 １０５時間 ２５％ ８７０時間 ８７０時間 ２５％ 

            

⑤ 
Ｃ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

            

            

            

時間外労働 
休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）  

様式第９号の５（第 70 条関係） 
連携Ｂ水準記載例 

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）についても同じ様式を使用しますので、

当該者についても定める場合は、併せて記載し

てください。 

月の時間外労働の限度時間（月４５時間または

４２時間）を超えて労働させる回数を定めてく

ださい。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）については、年６回以内に限ります。 

業務の範囲を細分化し、明確に

定めてください。 
連携Ｂ水準医療機関で対象業務

に従事する医師については労働

時間短縮計画記載の診療科単位

で定めることが望ましいです。 

限度時間（４５時間または４２時間）を超えて労働させる場合の、１か月の時間外労働と休日労働

の合計の時間数を定めてください。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職員等）については、月１００時間未満に限ります。

なお、この時間数を満たしていても、２～６か月平均で月８０時間を超えてはいけません。 

また、連携Ｂ水準医療機関で勤務する医師については、原則として月１００時間未満に限ります

が、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずることを３６協定に定

めるときは、１か月について１００時間以上の時間数を定めることも可能です。 

１年の上限時間を計算する際の起算日を記載してください。その１年

においては、協定の内容を変更して再度届け出ることがあった場合で

も、起算日は同一の日とする必要があります。 
医業機関内に、連携Ｂ水準の対象業

務以外の業務に従事する医師がいる

場合には、該当する水準の記載欄に

協定事項を記載してください。 

事由は一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、

できる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要なとき」

「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるも

のは認められません。なお、あくまで例示を載せていますので、各医療機関

の実態に合わせて記載してください。 
連携Ｂ水準医療機関で対象業務に従事する医師の場合、派遣元である連携Ｂ

水準医療機関側での医師業務（派遣されるまで派遣元で従事している医師業

務）との関係で、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせる事由を記

載してください。 

限度時間（年３６０時間または３２０時間）を超

えて労働させる１年の時間数を定めてください。

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職員

等）については、年７２０時間以内（時間外労働

のみ）に限ります。 
連携Ｂ水準医療機関で対象業務に従事する医師に

ついては、年９６０時間以内（時間外労働および

休日労働）に限ります。 

限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定まてく

ださい。 
この場合、法定の割増率（２５％）を超える率となるよう努めてく

ださい。 
（なお、時間外労働が月６０時間を超える場合の法定の割増率は５

０％となります。）。 
「１年」の欄も同様です。 



 

 

 

 

 

 

 

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 

 
業務の種類 

労働者数 

(
満 18 歳

以上の者)

１日 

（任意） 

１箇月 
（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時

間未満に限る。ただし、②-⑤について、面接指導を

実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措

置を講ずることとしている場合はこの限りではな

い。） 

１年 
（①については 720 時間以内（時間外労働のみの

時間数）、②･④については 960 時間以内、③･⑤

については 1,860 時間以内（②-⑤は時間外労働

及び休日労働を合算した時間数）に限る。） 

起算日 
(年月日) 

〇〇〇〇年 月 日 

延長することができる時間数 
限度時間を超

えて労働させ

ることができ

る回数 

（①について

は、６回以内、

②-⑤につい

ては任意） 

延長することができる時間数 

及び休日労働の時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

延長することができる時間数 

限度時間を

超えた労働

に係る割増

賃金率 

法定労働時間を 

超える時間数 

所定労働時間を 

超える時間数 

   （任意） 

法定労働時間を

超える時間数と

休日労働の時間

数を合算した時

間数 

所定労働時間を超

える時間数と休日

労働の時間数を合

算した時間数 

    （任意） 

法定労働時間を

超える時間数 

所定労働時間を超

える時間数 

（任意） 

① 

（下記②-⑤

以外の者） 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

 〇〇〇〇 〇〇業務 〇〇人 ６時間 ６時間 ６回 ７０時間 ７０時間 ２５％ ６７０時間 ６７０時間 ２５％ 

         
 

  

② 

Ａ水準医療機関

で勤務する医師 

            

            

③ 
Ｂ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

            

            

 
 

          

④ 
連携Ｂ水準医療

機関で対象業務

に従事する医師 

      
 

     

            

       
 

    

⑤ 
Ｃ水準医療機関

で対象業務に従

事する医師 

〇〇臨床研修プログラムにおける診

察、検査、診断、処置、手術への対応 
医師業務 15 人 ６時間 ６時間 ９回 ９５時間 ９５時間 ２５％ １１００時間 １１００時間 ２５％ 

〇〇専門研修プログラムにおける診

察、検査、診断、処置、手術への対応 
医師業務 10 人 ６時間 ６時間 ９回 １２０時間 １２０時間 ２５％ １２００時間 １２００時間 ２５％ 

各医師の技能研修計画の下での診察、

検査、診断、手術への対応 
医師業務 ２人 ６時間 ６時間 ９回 １２０時間 １２０時間 ２５％ １２００時間 １２００時間 ２５％ 

時間外労働 
休 日 労 働  に関する協定届（特別条項）  

様式第９号の５（第 70 条関係） 

Ｃ水準記載例 

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）についても同じ様式を使用しますので、

当該者についても定める場合は、併せて記載し

てください。 

月の時間外労働の限度時間（月４５時間または

４２時間）を超えて労働させる回数を定めてく

ださい。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事務職

員等）については、年６回以内に限ります。 

事由は一時的または突発的に時間外労働を

行わせる必要のあるものに限り、できる限

り具体的に定めなければなりません。「業務

の都合上必要なとき」「業務上やむを得ない

とき」など恒常的な長時間労働を招くおそ

れがあるものは認められません。 
なお、あくまで例示を載せていますので、

各医療機関の実態に合わせて記載してくだ

さい。 
Ｃ水準医療機関で対象業務に従事する医師

の場合、初期研修医の臨床研修プログラム

や後期研修医の専門プログラム、各医師の

技能研修計画について、時間外労働を行わ

せる必要のあるものを記載してください。 

業務の範囲を細

分化し、明確に

定めてくださ

い。 

限度時間（４５時間または４２時間）を超

えて労働させる場合の、１か月の時間外労

働と休日労働の合計の時間数を定めてくだ

さい。 
医業に従事する医師以外の者（看護師、事

務職員等）については、月１００時間未満

に限ります。なお、この時間数を満たして

いても、２～６か月平均で月８０時間を超

えてはいけません。 

また、Ｃ水準医療機関で勤務する医師につ

いては、原則として月１００時間未満に限

りますが、面接指導を実施し、健康確保の

ために必要な就業上の適切な措置を講ずる

ことを３６協定に定めるときは、１か月に

ついて１００時間以上の時間数を定めるこ

とも可能です。 

限度時間を超えて時

間外労働をさせる場

合の割増賃金率を定

まてください。 
この場合、法定の割

増率（２５％）を超

える率となるよう努

めてください。 
（なお、時間外労働

が月６０時間を超え

る場合の法定の割増

率は５０％となりま

す。）。 
「１年」の欄も同様

です。 

限度時間（年３６０時間

または３２０時間）を超

えて労働させる１年の時

間数を定めてください。

医業に従事する医師以外

の者（看護師、事務職員

等）については、年７２

０時間以内（時間外労働

のみ）に限ります。 
Ｃ水準医療機関で勤務す

る医師については、年

１，８６０時間以内（時

間外労働および休日労

働）に限ります。 

１年の上限時間を計算する際の起算日を記載してください。その１年

においては、協定の内容を変更して再度届け出ることがあった場合で

も、起算日は同一の日とする必要があります。 
医業機関内に、Ｃ水準の対象業務以

外の業務に従事する医師がいる場合

には、該当する水準の記載欄に協定

事項を記載してください。 

 

 

 

協定の成立年月日 〇〇〇〇年 〇月 〇日 

                                                                     職名 〇〇科長 
協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の 氏名 山田花子 
  
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（ 投票による選挙  ） 
 
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者

の過半数を代表する者であること。                                              ☑（チェックボックスに要チェック） 
 上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らか
にして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。      ☑（チェックボックスに要チェック） 

             〇〇〇〇年 〇月 〇日 

                                 使用者  職名 院長 

                                氏名 田中太郎 

         〇〇   労働基準監督署長

 

限度時間を超えて労働させる場合における手続  労働者代表者に対する事前申し入れ 

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健

康及び福祉を確保するための措置 

（該当する番号）

①、③、⑩ 
（具体的内容） 

 対象労働者への医師による面接指導の実施 

 対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定 

 章句場での時短対策会議の開催 

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時

間を超過しないこと（医業に従事する医師は除く。）。                                  ☑（チェックボックスに要チェック） 

 

【医業に従事する医師】 

 上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機

関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るもの

に限る。）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月について 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保の

ために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し支えない。）。                                                                  

                                                          ☑（チェックボックスに要チェック） 

③－⑤の場合、都道府県知事からＢ水準医療機関、連携Ｂ水準医療機関又はＣ水準医療機関としての指定を受けていること。 

                                                              ☐（チェックボックスに要チェック） 

協定で定める 1 箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上である場合には、以下の措置を講ずること。 

１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと（②で疲労の蓄積が認められない場合

は、100 時間以上となつた後での面接指導でも差し支えない。）。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ず

ること。                                                     ☑（チェックボックスに要チェック） 

１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこと。   ☑（チェックボックスに要チェック） 

③－⑤の場合、１年の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 960 時間を超えることが見込まれる者に対して、勤務間インターバルの確保等により休息時間を確保すること。 

                                                              ☐（チェックボックスに要チェック） 

協定書を兼ねる場合には、使用者の署名

または記名・押印などが必要です。 

様式第９号の５の届出をする場合には、３枚目に労働者代表の職名・氏名

および選出方法、使用者の職名・氏名の記入をしてください。 

協定書を兼ねる場合には、労働者代表の署名または記名・押印などが必要です。 

管理監督者は労働者代表にはな

れません。 

Ａ水準医療機関で勤務する医師の場合はチェック不要です。 

Ａ水準医療機関で勤務する医師の場合はチェック不要です。 

医業に従事する医師については、このチェックボックス（②の場合は２つ目と５つ目のチェックボックスを除きます。）に係る事項

を労使で確認の上、必ずチェックを入れてください。チェックボックスにチェックがない場合には、有効な協定届とはなりません。 

医業に従事する医師以外の者（看護師、事務

職員等）については、このチェックボックス

に係る事項を労使で確認の上、必ずチェック

を入れてください。チェックボックスにチェ

ックがない場合には、有効な協定届とはなり

ません。 



過半数組合がある場合

過半数組合の要件

事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合で
あること
・正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働
者の過半数で組織する労働組合でなければならない。

３６協定の締結時に、改めて、事業場の労働者数及び労働組合員数
を確認し、過半数組合となっているかを必ずチェックしてください。

労働組合員数

すべての労働者
（パートなども含む）

＞ 50％

過半数組合がない場合

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続

労働者の過半数を代表していること
・正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のす
べての労働者の過半数を代表している必要があります。

３６協定を締結するための過半数代表者を選出することが明らかに
した上で、投票、挙手などにより選出すること
・選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたす
べての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
・選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確にな
る民主的な手続（投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議）がとら
れている必要があります。
・使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その人は３６協定を締結するために選出されたわけではありませんので、３６
協定は無効です。



労働基準法第41条第２号に規定する管理監督者でないこと
・管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な
立場にある人をします。

労働基準監督署に届け出た３６協定は労働者に周知しなければなり
ません。


